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第１１６号議案説明資料 

令和７年１２月５日 

件  名 足立区江北多目的運動場条例 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内  容 

１ 制定理由 

高野小学校跡地に設置するスポーツ施設に関し必要な事項を定めるこ 

とにより、区民の健康及び体力増進を図るとともに、地域住民相互の交 

流及び学習活動を推進し、もって体育、スポーツの振興及び地域住民の 

福祉の向上に寄与することを目的に制定する。 

２ 運動場の概要 

（１）名称    足立区江北多目的運動場 

（２）愛称名   高野スポーツパーク 

（３）所在地   足立区江北五丁目４番１号 

（４）利用時間  午前９時から午後９時まで 

（５）休場日   年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

（６）施設概要 

施設名等 概要 

敷地面積 １３，０１３．４２㎡ 

管理棟 木造平屋、延床面積５５７．２０㎡ 

多目的広場 全面人工芝、８，２４３．５０㎡ 

多目的室 
４５㎡（定員２４名）×２室 

パーテーション開放により２室繋げて使用可 

ウォーキングコース 
１周約４００ｍ 

（西側歩行者自転車専用道路含む） 

ナイター照明 ６基 

駐輪場 スライドラック１００台、平置き５０台 

駐車場 
普通車用４台、障がい者用２台、 

マイクロバス用１台 

バイク置場 ４台 

（７）使用料 

施設名 使用料 

多目的広場 １，６００円／１時間（半面使用時は半額） 

ナイター照明 １，０００円／１時間（半面使用時は半額） 

多目的室（１室） ５００円／１時間 

駐車場 

普通車：１００円／３０分（※） 

マイクロバス：２００円／３０分（※） 

※ 上限額は規則で定める予定 

駐輪場／バイク置場 無料 

こうや 
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（８）想定する使用用途 

施設名 用途 

多目的広場 

① １１人制サッカー（全面使用で１コート） 

② ８人制（学童）サッカー（１／２面使用で１コート） 

③ フットサル（１／４面使用で１コート） 

④ フライングディスク（全面使用） 

⑤ グラウンドゴルフ（１／２面使用） 

⑥ 健康体操、親子体操 

⑦ 近隣学校・幼稚園・保育園が開催する行事 

など 

多目的室 

① 多目的広場で大会を開催する際の大会本部 

② 各種会議や講義 

③ 卓球、ヨガなどの軽運動 

④ コーラス程度の大きな音が出ない音楽活動 

（音が敷地外に漏れない程度） 

など 

３ 条例案 

別紙１のとおり 

４ 施行年月日 

令和８年４月１日 

５ 今後の方針 

本議案が可決された際には、開設に向け施設運営に必要な規定の整備 

を進める。 

 

【参考】イメージパース 
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○足立区江北多目的運動場条例（案） 

令和７年１２月 日条例第 号 

（目的） 

第１条 この条例は、足立区江北多目的運動場（以下「運動場」という。）を設置することにより、

区民の健康及び体力増進を図るとともに、地域住民相互の交流及び学習活動を推進し、もって体

育、スポーツの振興及び地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（名称及び位置） 

第２条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 足立区江北多目的運動場 

位置 東京都足立区江北五丁目４番１号 

（事業） 

第３条 運動場は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 健康の増進及び体力の向上に関すること。 

(２) 体育並びにスポーツの普及及び指導に関すること。 

(３) 地域住民の相互の交流及び学習活動に関すること。 

(４) 施設の使用に関すること。 

(５) 前各号のほか、区長が必要と認める事業 

（施設） 

第４条 運動場の施設は、次のとおりとする。 

(１) 多目的広場 

(２) 多目的室 

(３) ウォーキングコース 

(４) 駐車場 

(５) その他区長が定める施設 

（休場日） 

第５条 運動場の休場日は、次のとおりとする。 

(１) １月１日から同月３日まで 

(２) 12月29日から同月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、臨時に休場日を定めることが

できる。 
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（開場時間） 

第６条 運動場の開場時間は、午前９時から午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、開場時間を変更することがで

きる。 

（区民無料公開の日） 

第７条 区長は、区民に対する体育及びスポーツの振興を図るため、特定の日に施設を無料で公開

することができる。 

（使用の承認） 

第８条 第４条第１号及び第２号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を

受けなければならない。 

２ 区長は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めたときは、条件を付することができる。 

（使用の不承認） 

第９条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項に規定する使用の承認をしな

いものとする。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 営利を目的とすると認められるとき。 

(３) 施設の管理上支障があると認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めたとき。 

（使用料） 

第10条 第８条第１項に規定する使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第１

に定める使用料を前納しなければならない。 

２ 駐車場の使用者は、別表第２に定める額を限度として規則で定める使用料を自動車の出場時に

納入しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は

免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 
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（設備の変更等の禁止） 

第13条 使用者は、運動場に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備を用途目的以外

に使用してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（使用承認の取消等） 

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第８条第１項に規定する使用の承認を取

り消し、又は使用の停止若しくは制限をすることができる。 

(１) 第９条各号のいずれかに該当するとき。 

(２) 使用の目的又は第８条第２項の規定により付した使用の条件に違反したとき。 

(３) この条例若しくは規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。 

(４) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が運動場の管理上特に必要があると認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の

規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときもま

た同様とする。 

２ 第18条第１項の規定により運動場の管理を行う者（以下「指定管理者」という。）は、指定の

期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

ぜられたときは、施設又は付帯設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、区長の

承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第16条 使用者は、運動場の使用に際し、施設等に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害

額を賠償しなければならない。ただし、区長の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 指定管理者は、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければな

らない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除す

ることができる。 

（入場の拒否等） 

第17条 区長又は指定管理者は、運動場の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対し、入場を拒

否し、又は退場させることができる。 

（指定管理者による管理） 

第18条 運動場の管理に関する業務は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規
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定により、法人その他の団体で区長が指定する指定管理者に行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の

うち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。 

第５条第２項 区長は、必要があると認めた

ときは 

第18条第１項の規定により運

動場の管理を行う者（以下「指

定管理者」という。）は、必要

があると認めたときは、区長

の承認を受けて 

第７条 区長は 指定管理者は、区長の承認を

受けて 

第８条、第９条、第11条、第13

条及び第14条 

区長 指定管理者 

第15条第２項 第18条第１項の規定により運

動場の管理を行う者（以下「指

定管理者」という。） 

指定管理者 

３ 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認めた場合を除き、規則

で定めるところにより公募するものとする。 

（指定管理者の指定） 

第19条 前条第１項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に

申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請をした者のうちから、規則で定める基準により運動場の目的を

最も効果的に実現することができる者を指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て、指定

管理者として指定するものとする。 

３ 区長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき又は期間を定めて管理業務の全

部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。 

（指定管理者選定審査会への諮問） 

第20条 前条第２項に規定する指定管理者の候補者の選定審査に際しては、足立区地域学習センタ

ー条例（平成13年足立区条例第34号）第19条第１項に規定する足立区生涯学習関連施設指定管理

者選定審査会に諮問するものとする。 
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（指定管理者の業務範囲） 

第21条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 第３条に規定する事業（区長の権限に属するものを除く。） 

(２) 運動場の維持管理に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、区長が運動場の管理運営に必要があると認める業務 

（管理の基準） 

第22条 指定管理者は、前条に定める業務を適正かつ効率的に行わなければならない。 

２ 指定管理者及び運動場の業務に従事している者（以下「従事者」という。）は、運動場を使用

する者の個人情報が適切に保護されるために必要な措置を講ずるとともに、運動場の管理に関し

知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の

期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とす

る。 

（生涯学習関連施設指定管理者評価委員会への諮問） 

第23条 指定管理者の管理運営について適切な評価を行うため、足立区地域学習センター条例第22

条第１項に規定する足立区生涯学習関連施設指定管理者評価委員会に諮問するものとする。 

（委任） 

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 運動場の施設に係る申請その他の行為は、施行日前においても、この条例の規定の例により行

うことができる。 
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別表第１（第１０条関係） 

使用料 

施設名 単位 使用料 

多目的広場 １時間 1,600円

夜間照明施設  1,000円

多目的室１  500円

多目的室２  500円

備考 

１ 多目的広場を２分の１に区分して使用する場合は、規定使用料の５割の額とする。夜間照

明施設も同様の扱いとする。 

２ 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。 

別表第２（第１０条関係） 

駐車場使用料 

単位 区分 使用料 

30分につき 普通車 100円

  ただし、出場１回につき徴収できる額は、1,000円を限度

として規則で定める額とする。 

 マイクロバス 200円

 
 ただし、出場１回につき徴収できる額は、2,000円を限

度として規則で定める額とする。 

備考 

１ 使用時間が30分未満のとき又は使用時間に30分未満の端数があるときは、30分として計算

する。 

２ 駐車場を使用できる時間を経過しても自動車を出場させない使用者については、ただし書

の規定は適用しない。 

３ 区長又は指定管理者は、駐車できる自動車を制限することができる。 
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第１１７号議案説明資料 

令和７年１２月５日 

件  名 足立区地域学習センターの指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内  容 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会における選定審査の結

果、次のとおり候補者を選定したので、令和７年第４回足立区議会定例会

における議決を経て指定管理者として指定する。 

１ 対象施設及び候補者 

 施設名 応募 候補者 現在の指定管理者 

1 
足立区竹の塚 

地域学習センター 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

２ 
足立区中央本町 

地域学習センター 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

３ 
足立区東和 

地域学習センター 
２社 

ヤオキン・ 

ＡＳＣＣ共同事業体※ 

みんなでつくる 

あだちの未来共同事業体 

４ 
足立区佐野 

地域学習センター 
１社 

株式会社 

グランディオサービス 
同左 

５ 
足立区江北 

地域学習センター 
２社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

６ 
足立区新田 

地域学習センター 
２社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 

株式会社 

グランディオサービス 

７ 
足立区興本 

地域学習センター 
１社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

８ 
足立区伊興 

地域学習センター 
１社 

株式会社 

グランディオサービス 
同左 

９ 
足立区鹿浜 

地域学習センター 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

※ 代表団体はヤオキン商事株式会社、構成団体は特定非営利活動法 

人ＡＳＣＣ。後者は、スポーツ関連事業のプランニング、綾瀬地域 

諸団体との連絡・調整業務等を担う予定。 

２ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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３ 候補者となった理由・ポイント 

 施設名 候補者となった理由・ポイント 

１ 竹の塚 

老朽化した施設を「昭和レトロ」な装飾や演出を加えることで、

懐かしさと親しみのある施設イメージを創出したいという 

前向きな姿勢を評価する。 

２ 中央本町 

施設周辺住民は２０代・３０代の若者世代の居住割合が高いと

分析し、若者世代の「やりたいことがかなう」事業を展開して

いこうとする姿勢が的確である。 

３ 東和 

地域連携において、実行性の高い具体的な提案がなされた。統

括責任者が自らの言葉で的確に応えており、今後の運営に期待

が持てる。 

４ 佐野 

三方が河川に囲まれる地域特性による水害リスクを踏まえ、

「さの防災プロジェクト」を主要事業に据えた点は地域防災ネ

ットワーク構築に資すると認められる。 

５ 江北 

江北地域のエリアデザインの中核である「健康」に即した事業

提案と、これまでの地域連携の実績を更に発展させていく姿勢

が評価できる。 

６ 新田 

居住年数５年未満や子育て世代の住民が多い地域特性に着目

し、住民自ら地域の魅力を発見し交流を深めるため、自転車を

主要事業に据えた発想は独自性がある。提案通りの事業実現に

期待する。 

７ 興本 

主要事業の「インクルーシブ音楽祭」は地域の声を基に企画さ

れており、これまでの地域連携の取組が着実に積み重ねられて

いる。また、実現可能性の高い事業が提案されていた。 

８ 伊興 

「緑・食・アート」という身近な分野を主要事業に据え、施設

未利用者を取り込もうという意図が明確である。加えて、これ

までの運営実績も安定している。 

９ 鹿浜 

個人利用のニーズ増加を踏まえた今後のビジョン「みんなのリ

ビング」が的確であり、更にその実現に向けた事業も現実的か

つ一貫性がある。 
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４ 指定管理料 

 
施
設
名 

指定管理料（見積金額） ※すべて税込 

１ 
竹
の
塚 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １９９，８２２，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費）１２，８００，０００円 

合計（①＋②）        ２１２，６２２，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １７０，９５７，８００円 

（３）前回との差額          ＋４１，６６４，２００円 

２ 

中
央
本
町 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １５９，７８３，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費） ９，２６０，０００円 

合計（①＋②）        １６９，０４３，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １４６，３１５，４９２円 

（３）前回との差額          ＋２２，７２７，５０８円 

３ 東
和 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １８４，３３１，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費） ８，３６７，０００円 

合計（①＋②）       １９２，６９８，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １５２，５５３，８００円 

（３）前回との差額          ＋４０，１４４，２００円 

４ 佐
野 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５０，３６０，３２０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）５，５０７，０００円 

合計（①＋②）        １５５，８６７，３２０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２６，４９７，２５４円 

（３）前回との差額          ＋２９，３７０，０６６円 

５ 江
北 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５６，９５０，４２０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，４７３，０００円 

合計（①＋②）        １６１，４２３，４２０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２２，７８３，２６２円 

（３）前回との差額          ＋３８，６４０，１５８円 

６ 新
田 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １３４，４５１，２４０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）２，５７６，０００円 

合計（①＋②）        １３７，０２７，２４０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １１３，５６６，５６０円 

（３）前回との差額          ＋２３，４６０，６８０円 
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施
設
名 

指定管理料（見積金額） ※すべて税込 

７ 興
本 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５４，２３８，０４０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，２２５，０００円 

合計（①＋②）        １５８，４６３，０４０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２０，６８４，３３０円 

（３）前回との差額          ＋３７，７７８，７１０円 

８ 伊
興 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １６０，１０９，１８０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）２，６３５，０００円 

合計（①＋②）        １６２，７４４，１８０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １３５，０６７，０３６円 

（３）前回との差額          ＋２７，６７７，１４４円 

９ 鹿
浜 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５４，３０６，０００円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，１１５，０００円 

合計（①＋②）        １５８，４２１，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １１３，６９９，０７５円 

（３）前回との差額          ＋４４，７２１，９２５円 

※ 中央本町・東和・佐野・江北・興本・伊興・鹿浜地域学習センタ 

ーは、図書館・体育館分を含む 

※ 竹の塚・新田地域学習センターは、図書館分を含む。 

※ 主な増加理由は、物価高騰に伴う施設管理費および事業費の上昇、 

労働報酬下限額改定に伴う人件費の上昇である。 

５ 候補者選定の経過 

（１）公募 

令和７年４月１日から令和７年５月３０日まで 

（２）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催 開催日 内容 

第１回 令和７年５月１３日 選定方法や評価項目等の確認 

第２回 
令和７年７月 ８日 

９日 
第一次審査 書類審査 

第３回 

令和７年７月２９日 

３０日 

３１日 

８月 ５日 

第二次審査 プレゼンテーション 

ヒアリング 
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イ 委員構成（計６名） 

種別 氏名 役職等 

学識経験者 

【 会 長 】 

井川 憲太郎 
法律事務所イガワ 弁護士 

岩崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田  隆 史 

八洲学園大学 生涯学習学部  

生涯学習学科 教授 

岐阜女子大学 特任教授 

松 井  高 光 
帝京科学大学 教育人間科学部 

学校教育学科 講師 

区内関係団体 田中 ひろ子 足立区スポーツ協会 会長 

区 職 員 臺  富 士 夫 
足立区 建築防災課長 

（都市建設部参事 事務取扱） 

ウ 審査項目及び審査結果 

別添資料「指定管理者の指定について」を参照 

（３）候補者の各種調査の実施結果 

ア 財務状況調査の結果 

税理士による財務状況調査を実施し、結果は以下のとおりとなっ 

た。 

事業者名 総合評価 税理士のコメント 

ヤオキン商事 

株式会社 
最適合 

借入による設備投資等により自己資本比率が

低いが、直近の決算において最低基準を満た

している。売上総利益率も安定している。 

ヤ
オ
キ
ン
・
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
共
同
事
業
体 

【代表団体】 

ヤオキン商事 

株式会社 

最適合 同上 

【構成団体】 

特定非営利活動

法人ＡＳＣＣ 

適合※ 

３年間を見ると、事業活動は非常に小規模な

ものである。貸借対照表に自己資本がそのま

ま現預金になっている。これからの活動に期

待を込めて、適合評価とする。 

株式会社ティー・エム 

・エンタープライズ 
最適合 

比較３年間において、すべて増収・増益であ

り、自己資本比率および流動比率が健全な比

率であるため、企業の持続可能性は十分だと

考える。 

株式会社 

グランディオサービス 
最適合 

３年間売上高は同水準であるが、自己資本の

比率に安定性があるといえ、借入金も少額な

ため、財務の安全性は高いといえる。 

※ 共同事業体の場合は、代表団体の調査結果で判断する。 
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イ 労働条件審査等 

東和地域学習センターの候補者の構成団体である「特定非営利活 

動法人ＡＳＣＣ」に対して、社会保険労務士２名による労働条件審 

査を実施した。 

事業者名 労働条件審査 

特定非営利活動法人ＡＳＣＣ 合格 

その他の事業者は、「足立区の指定管理者選考における労働条件審 

査の実施に関する要綱」に基づき、令和４年度及び５年度に実施し 

た労働条件審査の結果、「合格」となっているため、令和７年度の審 

査は省略する。 

（参考）足立区の指定管理者選考における労働条件審査の実施に関する要綱 

第２条第２項 

選定候補者が、選定候補者となった日の４年前の日の属する年度の初日

から当該労働条件審査を実施するまでの間に同様の審査を受けて適正で

あったことを確認できる場合は、労働条件審査を省略することができる。 

【参考】候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

事業者名 
平均勤続年数 

令和２年 令和７年 

ヤオキン商事株式会社 約７年２か月     約１０年７か月   

特定非営利活動法人ＡＳＣＣ － 約１２年         

株式会社 

グランディオサービス 
約７年１１か月   約 ９年         

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
約５年７か月     約 ６年５か月   

 

イ 平均給与（月額） 

事業者名 区分 
平均給与（月額） 

令和２年 令和７年 

ヤオキン商事 

株式会社 

管理職 ３２４，０００円 ４５４，２５４円 

常勤職員 ２３１，０００円 ２６５，２３３円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし １２２，６３５円 

短時間労働者（時給制） １，０６０円 １，３５０円 
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事業者名 区分 
平均給与（月額） 

令和２年 令和７年 

特定非営利 

活動法人 

ＡＳＣＣ 

管理職 － ０円 

常勤職員 － 対象労働者なし 

非常勤職員（月額制） － 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） － １，３００円 

株式会社 

グランディオ 

サービス 

管理職 ２９５，５０９円 ４３８，４５８円 

常勤職員 ２１８，０６３円 ３０５，３２９円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） １，０６０円 １，３５０円 

株式会社 

ティー・エム・ 

エンター 

プライズ 

管理職 ３７１，１３２円 ４１２，６５９円 

常勤職員 ２５２，０７１円 ２７７，４９２円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） １，２０９円 １，３８６円 

※ 東京都の最低賃金基準は、令和２年１０月１日時点で 

１，０１３円、令和７年１０月３日時点で１，２２６円である。 

※ 足立区公契約条例における労働報酬下限額は、令和２年度が 

１，０６０円、令和７年度が１，３５０円である。 

※ なお、特定非営利活動法人ＡＳＣＣは、令和８年度より公契約 

条例の適用となり、労働報酬下限額を遵守することを確認した。 

６ 添付資料 

別添資料「指定管理者の指定について」 

７ 今後の方針 

本議案が可決された際には、教育長と指定管理者との間で協定書を締 

結し、令和８年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 

なお、東和地域学習センターおよび新田地域学習センターにおいては、 

指定管理者が変更となるため、以下の通り引継ぎを行う。 

（１）スケジュール 

区職員が立ち会いの上で、次のスケジュールにて引継ぎを実施。 

① 令和８年１月 初旬：新規・現行事業者顔合わせ 

② 令和８年１月～３月：引継ぎ定例会（月２回実施） 

③ 令和８年４月 １日：新指定管理者による運営開始 
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（２）臨時休館 

引継ぎおよび新年度準備のため、３月３０日（月）・３１日（火）の 

２日間を臨時休館とする。 

（３）本議案で可決された際には、速やかに登録団体へ周知するほか、館

内掲示やホームページ、あだち広報にて利用者へ広く周知する。 
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第１１８号議案説明資料 

令和７年１２月５日 

件  名 足立区立図書館の指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内  容 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会における選定審査の結

果、次のとおり候補者を選定したので、令和７年第４回足立区議会定例会

における議決を経て指定管理者として指定する。 

１ 対象施設及び候補者 

 施設名 応募 候補者 現在の指定管理者 

1 
足立区立竹の塚 

図書館 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

２ 
足立区立やよい 

図書館 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

３ 
足立区立東和 

図書館 
２社 

ヤオキン・ 

ＡＳＣＣ共同事業体※ 

みんなでつくる 

あだちの未来共同事業体 

４ 
足立区立佐野 

図書館 
１社 

株式会社 

グランディオサービス 
同左 

５ 
足立区立江北 

図書館 
２社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

６ 
足立区立江南コミ

ュニティ図書館 
１社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

７ 
足立区立新田コミ

ュニティ図書館 
２社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 

株式会社 

グランディオサービス 

８ 
足立区立興本 

図書館 
１社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

９ 
足立区立伊興 

図書館 
１社 

株式会社 

グランディオサービス 
同左 

10 
足立区立鹿浜 

図書館 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

※ 代表団体はヤオキン商事株式会社、構成団体は特定非営利活動法 

人ＡＳＣＣ。後者は、スポーツ関連事業のプランニング、綾瀬地域 

諸団体との連絡・調整業務等を担う予定。 
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２ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

３ 候補者となった理由・ポイント 

 施設名 候補者となった理由・ポイント 

１ 竹の塚 

老朽化した施設を「昔ながら」と捉え、心温まる雰囲気を演

出し、また、図書館スペースを整理して親子でくつろげる空

間作りを進めていく姿勢を評価する。 

２ やよい 

「図書館ってなんだか楽しい」と思ってもらえるように、ま

ずは、「おもしろそう」と興味を持ってもらえる様々な事業

を提案されていることに期待を持てる。 

３ 東和 

親子連れの利用者が多いことや独立した児童コーナーがあ

る施設の特色を生かした、居心地の良い環境づくりの提案が

なされていた。 

４ 佐野 

主要事業である「さの防災プロジェクト」に関連して、防災

おはなし会など図書館発進の防災事業展開により、特に子供

たちの防災意識向上に資すると認められる。 

５ 江北 
地域の特性を生かした「健康」をテーマとした図書館づくり

や、「つながり」「居場所」を意識した事業展開に期待する。 

６ 
江南 

コミュニティ 

比較的新しい施設であり、子どもも利用しやすい雰囲気があ

る点を評価した。これまでの安定した運営実績を踏まえつ

つ、待ちの姿勢にとどまらず、アウトリーチなど積極的な事

業展開の実現にも期待する。 

７ 
新田 

コミュニティ 

分析に基づいた地域に根ざした提案がされており、幅広い年

齢層に対する企画や連携事業も多く、情報発信を含めた事業

実現に期待できる。 

８ 興本 

これまでの事業実績に加え、地域の特性やニーズを的確に捉

え、更にブラッシュアップした事業展開により、人と本、人

と人をつなぐきっかけとなるような図書館づくりに期待が

持てる。 

９ 伊興 

テーブルゲームやおはなし会をきっかけに多世代・多文化交

流を図るなど、図書館を利用したことがない層へのアプロー

チや読書推進に対する姿勢が評価できる。 

10 鹿浜 

日常に本がなじむ環境作りというコンセプトの基、施設内の

いたるところに本棚を設置する「ブックリビング」は、実現

に向けて期待できる。 
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４ 指定管理料 

 
施
設
名 

指定管理料（見積金額） ※すべて税込 

１ 
竹
の
塚 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １９９，８２２，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費）１２，８００，０００円 

合計（①＋②）        ２１２，６２２，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １７０，９５７，８００円 

（３）前回との差額          ＋４１，６６４，２００円 

２ 
や
よ
い 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １５９，７８３，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費） ９，２６０，０００円 

合計（①＋②）        １６９，０４３，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １４６，３１５，４９２円 

（３）前回との差額          ＋２２，７２７，５０８円 

３ 東
和 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １８４，３３１，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費） ８，３６７，０００円 

合計（①＋②）       １９２，６９８，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １５２，５５３，８００円 

（３）前回との差額          ＋４０，１４４，２００円 

４ 佐
野 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５０，３６０，３２０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）５，５０７，０００円 

合計（①＋②）        １５５，８６７，３２０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２６，４９７，２５４円 

（３）前回との差額          ＋２９，３７０，０６６円 

５ 江
北 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５６，９５０，４２０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，４７３，０００円 

合計（①＋②）        １６１，４２３，４２０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２２，７８３，２６２円 

（３）前回との差額          ＋３８，６４０，１５８円 

６ 

江
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算         ５４，２９８，０００円 

② 要精算                  ０円 

合計（①＋②）       ５４，２９８，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）  ４９，７７３，０００円 

（３）前回との差額        ＋４，５２５，０００円 
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施
設
名 

指定管理料（見積金額） ※すべて税込 

７ 

新
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １３４，４５１，２４０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）２，５７６，０００円 

合計（①＋②）        １３７，０２７，２４０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １１３，５６６，５６０円 

（３）前回との差額          ＋２３，４６０，６８０円 

８ 興
本 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５４，２３８，０４０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，２２５，０００円 

合計（①＋②）        １５８，４６３，０４０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２０，６８４，３３０円 

（３）前回との差額          ＋３７，７７８，７１０円 

９ 伊
興 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １６０，１０９，１８０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）２，６３５，０００円 

合計（①＋②）        １６２，７４４，１８０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １３５，０６７，０３６円 

（３）前回との差額          ＋２７，６７７，１４４円 

10 鹿
浜 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５４，３０６，０００円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，１１５，０００円 

合計（①＋②）        １５８，４２１，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １１３，６９９，０７５円 

（３）前回との差額          ＋４４，７２１，９２５円 

※ やよい・東和・佐野・江北・興本・伊興・鹿浜図書館は、学習セ 

ンター・体育館分を含む。 

※ 竹の塚・新田コミュニティ図書館は、学習センター分を含む。 

※ 主な増加理由は、物価高騰に伴う施設管理費および事業費の上昇、 

労働報酬下限額改定に伴う人件費の上昇である。 

５ 候補者選定の経過 

（１）公募 

令和７年４月１日から令和７年５月３０日まで 

（２）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催 開催日 内容 

第１回 令和７年５月１３日 選定方法や評価項目等の確認 

第２回 
令和７年７月 ８日 

９日 
第一次審査 書類審査 
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開催 開催日 内容 

第３回 

令和７年７月２９日 

３０日 

３１日 

８月 ５日 

第二次審査 プレゼンテーション 

ヒアリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 委員構成（計６名） 

種別 氏名 役職等 

学識経験者 

【 会 長 】 

井川 憲太郎 
法律事務所イガワ 弁護士 

岩崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田  隆 史 

八洲学園大学 生涯学習学部  

生涯学習学科 教授 

岐阜女子大学 特任教授 

松 井  高 光 
帝京科学大学 教育人間科学部 

学校教育学科 講師 

区内関係団体 田中 ひろ子 足立区スポーツ協会 会長 

区 職 員 臺  富 士 夫 
足立区 建築防災課長 

（都市建設部参事 事務取扱） 

ウ 審査項目及び審査結果 

別添資料「指定管理者の指定について」を参照 

（３）候補者の各種調査の実施結果 

ア 財務状況調査の結果 

税理士による財務状況調査を実施し、結果は以下のとおりとなっ 

た。 

事業者名 総合評価 税理士のコメント 

ヤオキン商事 

株式会社 
最適合 

借入による設備投資等により自己資本比率が

低いが、直近の決算において最低基準を満た

している。売上総利益率も安定している。 

ヤ
オ
キ
ン
・
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
共
同
事
業
体 

【代表団体】 

ヤオキン商事 

株式会社 

最適合 同上 

【構成団体】 

特定非営利活動

法人ＡＳＣＣ 

適合※ 

３年間を見ると、事業活動は非常に小規模な

ものである。貸借対照表に自己資本がそのま

ま現預金になっている。これからの活動に期

待を込めて、適合評価とする。 
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事業者名 総合評価 税理士のコメント 

株式会社ティー・エム 

・エンタープライズ 
最適合 

比較３年間において、すべて増収・増益であ

り、自己資本比率および流動比率が健全な比

率であるため、企業の持続可能性は十分だと

考える。 

株式会社 

グランディオサービス 
最適合 

３年間売上高は同水準であるが、自己資本の

比率に安定性があるといえ、借入金も少額な

ため、財務の安全性は高いといえる。 

※ 共同事業体の場合は、代表団体の調査結果で判断する。 

イ 労働条件審査等 

東和地域学習センターの候補者の構成団体である「特定非営利活 

動法人ＡＳＣＣ」に対して、社会保険労務士２名による労働条件審 

査を実施した。 

事業者名 労働条件審査 

特定非営利活動法人ＡＳＣＣ 合格 

その他の事業者は、「足立区の指定管理者選考における労働条件審 

査の実施に関する要綱」に基づき、令和４年度及び５年度に実施し 

た労働条件審査の結果、「合格」となっているため、令和７年度の審 

査は省略する。 

（参考）足立区の指定管理者選考における労働条件審査の実施に関する要綱 

第２条第２項 

選定候補者が、選定候補者となった日の４年前の日の属する年度の初日

から当該労働条件審査を実施するまでの間に同様の審査を受けて適正で

あったことを確認できる場合は、労働条件審査を省略することができる。 

【参考】候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

事業者名 
平均勤続年数 

令和２年 令和７年 

ヤオキン商事株式会社 約７年２か月     約１０年７か月   

特定非営利活動法人ＡＳＣＣ － 約１２年         

株式会社 

グランディオサービス 
約７年１１か月   約 ９年         

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
約５年７か月     約 ６年５か月   
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イ 平均給与（月額） 

事業者名 区分 
平均給与（月額） 

令和２年 令和７年 

ヤオキン商事 

株式会社 

管理職 ３２４，０００円 ４５４，２５４円 

常勤職員 ２３１，０００円 ２６５，２３３円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし １２２，６３５円 

短時間労働者（時給制） １，０６０円 １，３５０円 

特定非営利 

活動法人 

ＡＳＣＣ 

管理職 － ０円 

常勤職員 － 対象労働者なし 

非常勤職員（月額制） － 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） － １，３００円 

株式会社 

グランディオ 

サービス 

管理職 ２９５，５０９円 ４３８，４５８円 

常勤職員 ２１８，０６３円 ３０５，３２９円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） １，０６０円 １，３５０円 

株式会社 

ティー・エム・ 

エンター 

プライズ 

管理職 ３７１，１３２円 ４１２，６５９円 

常勤職員 ２５２，０７１円 ２７７，４９２円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） １，２０９円 １，３８６円 

※ 東京都の最低賃金基準は、令和２年１０月１日時点で 

１，０１３円、令和７年１０月３日時点で１，２２６円である。 

※ 足立区公契約条例における労働報酬下限額は、令和２年度が 

１，０６０円、令和７年度が１，３５０円である。 

※ なお、特定非営利活動法人ＡＳＣＣは、令和８年度より公契約 

条例の適用となり、労働報酬下限額を遵守することを確認した。 

６ 添付資料 

別添資料「指定管理者の指定について」 

７ 今後の方針 

本議案が可決された際には、教育長と指定管理者との間で協定書を締 

結し、令和８年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 

なお、東和図書館および新田コミュニティ図書館においては、指定管 

理者が変更となるため、次の通り引継ぎを行う。 
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（１）スケジュール 

区職員が立ち会いの上で、次のスケジュールにて引継ぎを実施。 

① 令和８年１月 初旬：新規・現行事業者顔合わせ 

② 令和８年１月～３月：引継ぎ定例会（月２回実施） 

③ 令和８年４月 １日：新指定管理者による運営開始 

（２）臨時休館 

引継ぎおよび新年度準備のため、通常休館日の３月３１日（火）に 

加え、３月３０日（月）を臨時休館とする。 

（３）利用者への周知 

本議案が可決された際には、館内掲示やホームページ、あだち広報 

にて利用者へ広く周知する。 
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第１１９号議案説明資料 

令和７年１２月５日 

件  名 足立区地域体育館の指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内  容 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会における選定審査の結

果、次のとおり候補者を選定したので、令和７年第４回足立区議会定例会

における議決を経て指定管理者として指定する。 

１ 対象施設及び候補者 

 施設名 応募 候補者 現在の指定管理者 

１ 
足立区中央本町 

体育館 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

２ 
足立区東和 

体育館 
２社 

ヤオキン・ 

ＡＳＣＣ共同事業体※ 

みんなでつくる 

あだちの未来共同事業体 

３ 
足立区佐野 

体育館 
１社 

株式会社 

グランディオサービス 
同左 

４ 
足立区江北 

体育館 
２社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

５ 
足立区興本 

体育館 
１社 

株式会社ティー・エム・

エンタープライズ 
同左 

６ 
足立区伊興 

体育館 
１社 

株式会社 

グランディオサービス 
同左 

７ 
足立区鹿浜 

体育館 
１社 

ヤオキン商事 

株式会社 
同左 

※ 代表団体はヤオキン商事株式会社、構成団体は特定非営利活動法 

人ＡＳＣＣ。後者は、スポーツ関連事業のプランニング、綾瀬地域 

諸団体との連絡・調整業務等を担う予定。 

２ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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３ 候補者となった理由・ポイント 

 施設名 候補者となった理由・ポイント 

１ 中央本町 

親子でも参加しやすく楽しめるスポーツを企画する他、ミニコ

ミ誌のデザインを工夫しスポーツに参加して来なかった層へ

運動を始めるきっかけづくりを行う点を評価した。 

２ 東和 

スポーツ離れになりがちな親子や子どもが参加しやすい事業

を実施し、運動習慣のきっかけづくりへと繋げようとしている

点を評価した。 

３ 佐野 

ＳＮＳ等の情報発信だけでなく声掛けや学校行事でのチラシ

配布等、能動的な周知活動を行い、新規参加者獲得に向けて取

り組む点を評価した。 

４ 江北 

地域のテーマである「健康」を維持するための体操を楽しく習

慣化する講座等、地域特性に合わせた企画を挙げている点を評

価した。 

５ 興本 

本で学んだ上で実技体験したり、講座参加者でＴシャツづくり

等、参加者が能動的に取り組む参加型の講座を企画している点

を評価した。 

６ 伊興 

利用者層拡大のため、親子で参加しやすいイベントを企画する

等、運動離れが進む子どもへのスポーツ普及に向けて有効な事

業の提案があったため。 

７ 鹿浜 
１回からでも参加しやすい講座や親子で参加できる事業等、地

域の連携を高めることに繋がる取り組みであると評価した。 

 

４ 指定管理料 

 
施
設
名 

指定管理料（見積金額） ※すべて税込 

１ 

中
央
本
町 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １５９，７８３，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費） ９，２６０，０００円 

合計（①＋②）        １６９，０４３，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １４６，３１５，４９２円 

（３）前回との差額          ＋２２，７２７，５０８円 
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施
設
名 

指定管理料（見積金額） ※すべて税込 

２ 東
和 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

①非精算           １８４，３３１，０００円 

②要精算（光熱水費、小破修繕費） ８，３６７，０００円 

合計（①＋②）       １９２，６９８，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １５２，５５３，８００円 

（３）前回との差額          ＋４０，１４４，２００円 

３ 佐
野 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５０，３６０，３２０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）５，５０７，０００円 

合計（①＋②）        １５５，８６７，３２０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２６，４９７，２５４円 

（３）前回との差額          ＋２９，３７０，０６６円 

４ 江
北 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５６，９５０，４２０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，４７３，０００円 

合計（①＋②）        １６１，４２３，４２０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２２，７８３，２６２円 

（３）前回との差額          ＋３８，６４０，１５８円 

５ 興
本 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５４，２３８，０４０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，２２５，０００円 

合計（①＋②）        １５８，４６３，０４０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １２０，６８４，３３０円 

（３）前回との差額          ＋３７，７７８，７１０円 

６ 伊
興 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １６０，１０９，１８０円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）２，６３５，０００円 

合計（①＋②）        １６２，７４４，１８０円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １３５，０６７，０３６円 

（３）前回との差額          ＋２７，６７７，１４４円 

７ 鹿
浜 

（１）令和８年度から令和１２年度の各年度 

① 非精算          １５４，３０６，０００円 

② 要精算（光熱水費、小破修繕費）４，１１５，０００円 

合計（①＋②）        １５８，４２１，０００円 

（２）前回選定時（令和３年度）   １１３，６９９，０７５円 

（３）前回との差額          ＋４４，７２１，９２５円 

※ 学習センター・図書館分を含む 

※ 主な増加理由は、物価高騰に伴う施設管理費および事業費の上昇、 

労働報酬下限額改定に伴う人件費の上昇である。 
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５ 候補者選定の経過 

（１）公募 

令和７年４月１日から令和７年５月３０日まで 

（２）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催 開催日 内容 

第１回 令和７年５月１３日 選定方法や評価項目等の確認 

第２回 
令和７年７月 ８日 

９日 
第一次審査 書類審査 

第３回 

令和７年７月２９日 

３０日 

３１日 

８月 ５日 

第二次審査 プレゼンテーション 

ヒアリング 

 

 

 

 

 

イ 委員構成（計６名） 

種別 氏名 役職等 

学識経験者 

【 会 長 】 

井川 憲太郎 
法律事務所イガワ 弁護士 

岩崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田  隆 史 

八洲学園大学 生涯学習学部  

生涯学習学科 教授 

岐阜女子大学 特任教授 

松 井  高 光 
帝京科学大学 教育人間科学部 

学校教育学科 講師 

区内関係団体 田中 ひろ子 足立区スポーツ協会 会長 

区 職 員 臺  富 士 夫 
足立区 建築防災課長 

（都市建設部参事 事務取扱） 

ウ 審査項目及び審査結果 

別添資料「指定管理者の指定について」を参照 

（３）候補者の各種調査の実施結果 

ア 財務状況調査の結果 

税理士による財務状況調査を実施し、結果は以下のとおりとなっ 

た。 

事業者名 総合評価 税理士のコメント 

ヤオキン商事 

株式会社 
最適合 

借入による設備投資等により自己資本比率が

低いが、直近の決算において最低基準を満た

している。売上総利益率も安定している。 
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事業者名 総合評価 税理士のコメント 

ヤ
オ
キ
ン
・
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
共
同
事
業
体 

【代表団体】 

ヤオキン商事 

株式会社 

最適合 同上 

【構成団体】 

特定非営利活動

法人ＡＳＣＣ 

適合※ 

３年間を見ると、事業活動は非常に小規模な

ものである。貸借対照表に自己資本がそのま

ま現預金になっている。これからの活動に期

待を込めて、適合評価とする。 

株式会社ティー・エム 

・エンタープライズ 
最適合 

比較３年間において、すべて増収・増益であ

り、自己資本比率および流動比率が健全な比

率であるため、企業の持続可能性は十分だと

考える。 

株式会社 

グランディオサービス 
最適合 

３年間売上高は同水準であるが、自己資本の

比率に安定性があるといえ、借入金も少額な

ため、財務の安全性は高いといえる。 

※ 共同事業体の場合は、代表団体の調査結果で判断する。 

 

イ 労働条件審査等 

東和地域学習センターの候補者の構成団体である「特定非営利活 

動法人ＡＳＣＣ」に対して、社会保険労務士２名による労働条件審 

査を実施した。 

事業者名 労働条件審査 

特定非営利活動法人ＡＳＣＣ 合格 

その他の事業者は、「足立区の指定管理者選考における労働条件審 

査の実施に関する要綱」に基づき、令和４年度及び５年度に実施し 

た労働条件審査の結果、「合格」となっているため、令和７年度の審 

査は省略する。 

（参考）足立区の指定管理者選考における労働条件審査の実施に関する要綱 

第２条第２項 

選定候補者が、選定候補者となった日の４年前の日の属する年度の初日

から当該労働条件審査を実施するまでの間に同様の審査を受けて適正で

あったことを確認できる場合は、労働条件審査を省略することができる。 
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【参考】候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

事業者名 
平均勤続年数 

令和２年 令和７年 

ヤオキン商事株式会社 約７年２か月     約１０年７か月   

特定非営利活動法人ＡＳＣＣ － 約１２年         

株式会社 

グランディオサービス 
約７年１１か月   約 ９年         

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
約５年７か月     約 ６年５か月   

 

イ 平均給与（月額） 

事業者名 区分 
平均給与（月額） 

令和２年 令和７年 

ヤオキン商事 

株式会社 

管理職 ３２４，０００円 ４５４，２５４円 

常勤職員 ２３１，０００円 ２６５，２３３円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし １２２，６３５円 

短時間労働者（時給制） １，０６０円 １，３５０円 

特定非営利 

活動法人 

ＡＳＣＣ 

管理職 － ０円 

常勤職員 － 対象労働者なし 

非常勤職員（月額制） － 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） － １，３００円 

株式会社 

グランディオ 

サービス 

管理職 ２９５，５０９円 ４３８，４５８円 

常勤職員 ２１８，０６３円 ３０５，３２９円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） １，０６０円 １，３５０円 

株式会社 

ティー・エム・ 

エンター 

プライズ 

管理職 ３７１，１３２円 ４１２，６５９円 

常勤職員 ２５２，０７１円 ２７７，４９２円 

非常勤職員（月額制） 対象労働者なし 対象労働者なし 

短時間労働者（時給制） １，２０９円 １，３８６円 

※ 東京都の最低賃金基準は、令和２年１０月１日時点で 

１，０１３円、令和７年１０月３日時点で１，２２６円である。 

※ 足立区公契約条例における労働報酬下限額は、令和２年度が 

１，０６０円、令和７年度が１，３５０円である。 

※ なお、特定非営利活動法人ＡＳＣＣは、令和８年度より公契約 

条例の適用となり、労働報酬下限額を遵守することを確認した。 
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６ 添付資料 

別添資料「指定管理者の指定について」 

７ 今後の方針 

本議案が可決された際には、教育長と指定管理者との間で協定書を締 

結し、令和８年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 

なお、東和体育館においては、指定管理者が変更となるため、以下の 

通り引継ぎを行う。 

（１）スケジュール 

区職員が立ち会いの上で、次のスケジュールにて引継ぎを実施。 

① 令和８年１月 初旬：新規・現行事業者顔合わせ 

② 令和８年１月～３月：引継ぎ定例会（月２回実施） 

③ 令和８年４月 １日：新指定管理者による運営開始 

（２）臨時休館 

引継ぎおよび新年度準備のため、３月３０日（月）・３１日（火）の 

２日間を臨時休館とする。 

（３）利用者への周知 

本議案で可決された際には、速やかに登録団体へ周知するほか、館 

内掲示やホームページ、あだち広報にて利用者へ広く周知する。 
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